
奥山久米寺跡の調査

昭和47年 9月 .昭和48年 1月

昭和 47年度、 奥山久米寺旧境内で家屋改築にともない 2件の発掘届が提出

され、これについて発掘調査をおこな つた。調査地は久米寺現本堂の北側で、

旧金堂と講堂の間に位晉する西田茂氏宅 と、現塔跡の南に拶する寺田正雄氏宅

である。面者 とも羽家屋の敷地に改築するため、また諸般の事情から発掘地域

は極 く限られた範囲にとどまつた。発掘面積は 77m2で ぁる。

金堂北側地区 (西 田茂氏宅 )発 掘地は久米寺現本堂北辺より北へ 5m、 本

堂西辺より西に 14mは なれた地点である。現在住居となつている主屋が改築さ

れ るが、調査は改築にともなう種々の待1約から、主屋の南側および西南側の空

地を主に、東西方向の トレンテを設定 して発掘を渚こな つた。
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発揮の結果幣認 した遺構は、久米寺の中心伽藍をとりまく想慮西面回廊基壇

および西 IRllの 雨落濤 (挿図 )で ある。回廊基壇は、東半部が防空濠掘穿のため

削 1)取 られていたが、西半部は比較的遺存状態は良好であ つた。基壇は旧地形

の上部を約 lmほ どの厚 さで警地 して平担面とし、その上面に赤裾色,の砂質粘

土″言 く盛土 lノ 基壇とす る。その西端に素掃 1)の雨落津が赤る。基壇は現存部

分で幅 3.4m、 高さは最 も良 く残 つた部分で 25帥である。西狽1雨落濤は幅55側

深 さは羽存基埴上面から 43鰍、基嬉外側の平担面から 22 oTの 深 さである。基

壊上面は後世に掘られた小穴がいくつか赤 つたが、基炉化粧を示す構造物は遺

存 していない。この雨落溝および基壇外側には多量の瓦類が堆積していた。

基墳東半部は、基壇が削除され顕著な遺構は発見できなか つた。ただ、基壇

西端よ 1)東 へ約 7mの 地点で、凝灰岩、大型の礫などが散在 しており、その上

面に多量の瓦類が堆積していたのが注意さ加.る 。おそらく、後世に、基壇の東

端に淋つた諸施設を破壊 し、一括投棄したものであろう。 したが つて、今回の

調査では回廊基壇幅については、その数値力得るに至 つていない。

伽藍配旨における回廊基壊の位置および実数値については、久米寺自体の物,

鷲中軸線が明らかでなく、適確に指適できない。か りに塔跡礎石科をほぼ |」R欝

中軸線に近いと想定した場合、今回の基埴西端からこの線まで約 32�である。

出土遺惨は軒丸瓦六型式、軒平瓦二型式のはか、丸瓦・平瓦を多量に発見し

た。軒丸瓦は図示 したもののほか、単弁八葉蓮華文やいわゆる大官大寺式の軒

丸瓦が赤る。軒平瓦は、重弧文と大官大寺式のものがスる。上器押 t■下層の警

地上中から古墳時代に層十る須恵器、土師器が若千出土した。
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回廊基壇 (下が北 )



塔跡南側地区 (寺 国正雄氏宅 )発 掘地は塔跡

と塔跡の南約 25mは なれて東西にとおる道路の間

に位置する。家屋の改築にともなう発掘調査で、

今回は塔跡の南縁に接する庭地身調査した。庭地

と塔跡の間には約 120飢程度の落差があり、一段

塔跡地表面が高 くな つている。さらに、塔跡上の

露出した礎石群の柱座の上面は、地表よ 1)約 50

帥程高くな つている。したかて 、礎石柱座面から

発掘抑の地表面まで約 170"の 差 となる。

発掘の結果、遺構は、久米寺関係の遺構は後世

の土地造成のため削平され、わずか江戸時代末以

降の建物の跡が発見されたにすぎない。建物は地

表下 lmの 所で周囲に長径 30翻よどの自然石の雨

落葛石をめぐらしているようである。この内狽1で  奥山久米寺跡出聾託幡電(%)

懲物の狽1柱列の礎石抜取穴一口を検出した。礎石から雨落葛石まで約 120針を

測る。この建物の東側から染付を主として陶器類、瓦類が出上 した。

この建物の上方約 40鰍の所にも、江戸時代末から明治初年にかかる建 物 一

棟の存在を認めた。

なお、本調査に関連 して、塔跡の西側の朋地に、二本の トレンテを設定し、

西回廊跡の粉出を試みた。周辺は後世の肖1平が著しか つたが、先の西田氏宅で

検出した西面回廊の西狼l雨落濤の延長部分 と考えられる痕跡が遺存 していた。

ほかに久米寺の関係遺構はなく、大半が古墳時代の小穴群であり、遺物 として

は土器類が主であ つた。

久米寺の旧境内は、現在大部分が民家 とな つている。寺域および各堂宇の学

術調査も今 日までおこなわれておらず、その実態は不朝な点が多々である。今

後あらゆる機会をとらえ、旧境内の調査が進めらねるべきで、今回の調査はそ

の第一歩といえる。最近の周辺 lllJ域の開発に対しても、早急に寺跡全域の史跡

指簿とその保護が必要となつてきている。
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